
1．使用申請手続きについて
ロゴマーク（あるいはマーク単体）を使用する者は、事前にロゴマーク使用申請書（別記様式第◯◯号）
を北前船日本遺産推進協議会（以下協議会）に提出し、許可を得るものとする。また、マークの使用に
関する企画書（広報原稿・商品の詳細等）、商品のサンプルを添付すること。
尚、先願商標があることからロゴマークでの、菓子、パン、香辛料、調味料、食用魚介類、加工水産物、
肉製品などへの使用は難しい。

ただし、下記の場合は申請を不要とする。
１）協議会が使用する場合
２）マーク（あるいはロゴマーク単体）を広報活動に使用する場合で、加盟自治体が使用する場合

2．使用許可について
協議会は、提出された申請書を審査のうえ、ロゴマーク使用許可書（別記様式第◯◯号）を交付する。

3．使用方法について
別紙の「KITAMAE-BUNE」ロゴマークの使用マニュアルに準ずること。

4．使用禁止として
商品に使用する場合はマークのみとする。
ローマ字や北前船との表記はしない。表記をすると登録商標侵害の恐れがある。

5．使用許可の取り消しについて
使用許可時に付した条件に違反してロゴマークを使用した場合、本規定に背く使用の実態が明らかに
なった場合等については、ロゴマークの使用許可を取り消す。また、必要な場合には使用物件の回収を
求める等の厳重な措置を行う。
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●ロゴマーク ●マーク単体
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「KITAMAE-BUNE」
ロゴマークの使用マニュアル



KITAMAE-BUNE

PAGE 1

帆をあげて疾走する北前船の視覚化。視認性と日本遺産シンボルマークと

の組み合わせでの調和を考慮して「面」で形づくっています。単純化され

た形は視認性に優れ、汎用的な展開が可能です。

シンボルマークのコンセプト
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シンボルマーク　色について①

特色　 : DIC620

CMYK：指定のグラデーション数値を使用

RGB　：CMYKデータより変換

●指定色以外の使用はできません。

グラデーション

C30 + M40 + Y 80 + K 40%

C30 + M40 + Y 80 + K 40%C30 + M40 + Y 80 %
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モノクロ：K100%

●指定色以外の使用はできません。

シンボルマーク　色について（モノクロ表現）
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シンボルマーク　必要な余白

●点線の枠内に、文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。

　背景に写真やイラストが入ることは構いませんが、視認性を損なわないようご注意ください。

基準となる
寸法A

A A

A

A

１｜５
１｜５

１｜５

１｜５
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シンボルマーク　使用最小サイズ

●マークとロゴの組み合わせを、下記サイズより小さくして使用することを禁じます。

6mm
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シンボルマーク　使用禁止例

●傾けない

●変形しない

●指定色以外の色を使用しない

●指定色の濃度を変えない

●パターン化しない

●影をつけて表現しない
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マークとロゴの組み合わせ　色について

特色　 : DIC620

CMYK：指定のグラデーション数値を使用

RGB　：CMYKデータより変換

●指定色以外の使用はできません。

C30 + M40 + Y 80 + K 40%

グラデーション

C30 + M40 + Y 80 + K 40%C30 + M40 + Y 80 %
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マークとロゴの組み合わせ　色について

機構シルバー

特色　 :DIC621

CMYK：指定のグラデーション数値を使用

RGB　：指定のグラデーション数値を使用

●指定色以外の使用はできません。

K 55%

グラデーション

 K 50%K 25%
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モノクロ：K100%

●指定色以外の使用はできません。

シンボルマーク　色について（モノクロ表現）
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マークとロゴの組み合わせ　必要な余白

●点線の枠内に、文字や他のデザイン要素が入ることを禁じます。

　背景に写真やイラストが入ることは構いませんが、視認性を損なわないようご注意ください。

基準となる
寸法A

A A

A

A

１｜５
１｜５

１｜５

１｜５
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マークとロゴの組み合わせ　使用最小サイズ

●マークとロゴの組み合わせを、下記サイズより小さくして使用することを禁じます。

10mm
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マークとロゴの組み合わせ　使用禁止例

KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE

-KITATT MAE BUNE

KITATT MAE-BUNE

KITAT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE

●それぞれの要素の距離を変えない

●傾けない

●それぞれの要素の大きさの比率を変えない

●変形しない

●指定色以外の色を使用しない

●透かして使用しない
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KITATTAATTAMAE BUNE

マークとロゴの組み合わせ　使用禁止例

KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE

●指定色の濃度を変えない

●パターン化しない

●ロゴタイプを他の書体に置き換えない

●影をつけて表現しない

●同色のフチをつけて太らせない

●ロゴタイプだけで使用しない

KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE KITATT MAE-BUNE

KITATT MAE-BUNE


